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しずおか                                            ２０１８年１２月２６日            

県勤協連ニュース    ３４０号 
                     

静岡県勤労者協議会連合会 

                    TEL・FAX 054-273-5130 

          ホームページ   http://kinrokyo.net/shizuoka/ 

                  Ｅ－メールアドレス shizuoka@kinrokyo.net  
 

２０１８年度静岡県勤協連第４回幹事会 
  
県勤協連は１２月１４日（金）清水地域勤労協事務所で第４回幹事会を開催し、当面する課題と活動

を決定しました。その内容を次の通りです。 

１．第５６回県政懇談会の開催について 

（１）日  時 ２０１９年１月２９日（火）１３：３０～１５：３０ 

（２）場  所 県庁本館４階 議会４０１会議室 （３）内  容 関係当局との意見交換会  

（４）日  程  ※従来開催していた午前中の幹事会は行いません。 

  １３：００       参加者は県庁東館２階ロビ－に集合 

  １３：３０～１３：４０ 要望書提出 要望書に関する趣旨説明 

  １３：４０～１４：１０ 要望書第１項 雇用施策について 

  １４：１０～１４：３０ 要望書第２項 地方公共交通の充実について 

  １４：４０～１４：５０ 休憩 

  １４：５０～１５：２０ 要望書第３項 みんなで取り組む健康長寿条例について 

  １５：３０       閉会 

（５）要望書案  

『雇用施策について』 

平成３０年度の主な雇用施策について、現段階での進捗状況をお伺いします。 

（Ⅰ）産業人材の確保 ①多様な求職者に対するワンストップサ－ビスの就労支援 ②人手不足分

野の人材確保・育成 ③女性の就業希望の実現 ④新規学卒者等の県内就職支援 ⑤社会人の

ＵＩＪタ－ン就職の促進 ⑥障害のある人の活躍促進 ⑦高年齢者の活躍促進 ⑧外国人の

就労支援 

（Ⅱ）産業人の育成 ①現場主義に徹した人材育成 ②技術・技能を尊重する社会の実現 

   ③ライフステ－ジや社会の変化に対応した職業能力の開発 

（Ⅲ）就業環境の整備  ①「働き方改革」の推進 ②女性の活躍促進 

 

『地方公共交通の充実について』 

  高齢者や障害者の外出機会の保障と街の活性化のため、地域公共交通を整備・再編することと、

地域の実情に合わせたコミニュティバスなどの運行による地域公共交通のネットワ－クをはかる

ことが必要と考えます。県内におけるコミニュティバスの運行状況と対策についてお伺いします。 

 

『みんなで取り組む健康長寿条例について』  

  平成２８年１２月「みんなで取り組む健康長寿条例」が制定されました。私たちは健康長寿に 

向けた取り組みの推進に当たっては積極的に協力していきます。条例第１０条の規定基づく、平 

成３０年度報告書の内容についてお伺いします。 

（Ⅰ）静岡県の健康増進施策（Ⅱ）健康でいきいきと暮らせる長寿社会づくり（高齢者の生きがい

づくり、介護予防） （Ⅲ）生涯スポ－ツの振興 
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（６）参加人員 

  伊豆の国市４名 三島市３名 富士市３名 清水地域４名 静岡地区３名 

  焼津市２名 掛川市３名 袋井市３名 事務局１名 計２６名 

  ※参加者氏名を１月２５日（金）までに県連事務局まで報告してください。 

 

２．２０１８年度東部ブロック研究集会の開催について 

 日時：２０１９年３月７日（木）１０時～１３時予定  会場：ラ・ホール富士 第一会議室 

講演：「沖縄問題について」（講師 富田英司氏（静岡・沖縄を語る会事務局長）） 

会 費：１，５００円 

 

３．日本勤労協組織実態調査について 
 
 

 

日本勤労協東海・北陸ブロック幹事会 
 
 日本勤労協東海・北陸ブロック幹事会を、１２月２１日（金）１３：００から福井県連事務局で開

催し、第２９回全国総会及びブロックの課題について協議、確認をしました。 

 １．日本勤労協第３回幹事会報告（２０１８．９．１３） 

 ２．日本勤労協第２９回全国総会について 

（１）日  時 ２０１９年９月２９日（日）１４時 ～ ３０日（月）１１時３０分 

 （２）会  場 香川県 琴平温泉「琴参閣」TEL 0877－75－1000 

 （３）参加割当 静岡県 10名 富山県 8名 石川県 14名 福井県 7名 

 （４）任務分担 次回幹事会で確認する 

 ３．ブロック負担金（年額１０，０００円）は幹事会終了後納入する。 

 ４．会計報告 

 

 

静岡県労福協２０１８年度第２回幹事会 
 

県勤協連が加盟する県労福協の幹事会が１２月２０日（木）１５：００からロッキ－センタ－で開

催されました。 

幹事会でははじめに、池冨理事長の挨拶と、大滝専務理事から報告事項の説明と、理事会審議報告

①２０１９年度県労福協会費 ②役員選考委員会の設置 ③県労福協教育ローン利子補給制度の一

部改正について、提案があり確認されました。 

続いて、講演『ＳＤＧｓ（持続可能な開発目標）と労福協の役割』と題して、ＥＳＤ活動センター

副センター長・鈴木克徳氏から「静岡県労福協の理念＝労働者の福祉要求の実現を通じて、真に平和

で豊かな暮らしを保障する社会を創る」「SDGｓと関連する静岡県労福協・関連団体の活動例＝生活

支援・応援・見直し、地域役立資金、地域活動拠点、ライフサポートセンターしずおかの活動、ふじ

のくにによるフードバンク、フードドライブ事業」など、これまで行って様々な労福協の活動は SDG

ｓの達成や ESD の推進に貢献している。新たに何かを始めるのではなく、皆さんが今行っている活

動が SDGｓの達成に貢献している認識が重要。との講演を受けました。 

幹事会終了後、理事・監事・幹事全員により、静岡駅前・地下道等４箇所で「福祉強化キャンペー

ンティッシュ」配りをしました。 
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静岡県平和国民運動センタ－第２６回定期総会 
  
平和運動や護憲活動を連帯するなど、県勤協連と友好関係のある県平和国民運動センタ－の第２６回

定期総会が１２月７日（金１３：３０から静岡労働会館で開催されました。 

 総会では、県護憲運動の推進「戦争をさせない１０００人委員会静岡」と連帯し、集団的自衛権行

使を阻止し、米軍再編反対・辺野古基地建設反対、脱原発・原子力政策の根本的転換を求める闘い、

各種カンパニア組織との連携を図る取り組み等の運動方針を決定しました。新役員は以下の通りです。 

 会長   渡邉敏明（自治労） 

 副会長  赤堀真人（県教組） 田中洋佑（県私鉄） 原科臣孝（自治労） 

 事務局長 鈴井孝雄（事務局） 

 
 

 

☆三島市勤労協 

山田川自然の里で「竹林整備」「収穫祭」を開催 

 

１１月１０日（土）山田川自然の里で竹林整備と収穫

祭を開催しました。 

今年も恒例の行事として山田川グリーンツーリズム主

催の収穫祭で、勤労協は石焼芋のブースを担当しました。

毎年の出店で、すっかり名物になりました。 

当日は朝から芋

洗い、焚き付けの

準備に追われ大変

でしたが、美味し

い石焼芋は参加者

には大変好評でした。今年は機械を 2台にしての出店です。 

自然の里運営費の募金箱には石焼芋代として 7,730 円のカンパ

を頂き全額を寄付致しました。それと同時に竹林の間伐と竹の

燃焼作業にも取組み、来年のタケノコの豊作を願いました。 

イベント広場でおむすびと豚汁をいただき解散となりました。勤労協の参加者は 18名です。 

             （通信員 山田信昭） 

 

☆静岡地区勤労協 

第３回幹事会・忘年会を開催しました 

 １２月１５日(土)１７時３０分から駿河区「岩井屋」で第３回幹事会及び忘年会を開催して、1 年

の活動を慰労しました。静岡地区勤労協では月１回土曜日に弁護士及び現・元市会議員による

無料法律・生活相談を開催しています。どんな相談でも受け付けています。ご近所、お

知り合いの方にご紹介してください。 

 ◆相談日 １月１９日（土） ２月２３日（土） ３月２３ 日（土） 

 ◆時間  １４：００～１６：００ 

 ◆会場  静岡労政会館４階会議室（葵区黒金町５－１） 

各地区活動報告 
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 ◆弁護士 増本雅敏弁護士 

 ◆世話人 勤労協より交代で２名出席 

（通信員 福井 豊） 

 

☆掛川市勤労協 

「掛川市を再発見する」バスツアー開催 

 

掛川勤労協では、１１月２８日（水）「掛川市を

再発見する」バスツアーを開催しました。 

 本年で３回目となったこのバスツアーは、市民に

大変関心が高く、掛川広報が配布された後数日でバス

が満員になるほどです。 

１日のコースで昼食代以外は無料にしていること

も人気の一つかもしれません。 

参加者の声として、１人ではなかなか行けないとこ

ろを団体として拝見でき、説明までしていただけて大変有意義なツアーです、との声をいただいてい

ます。 

《今回のコース》 

掛川市役所 ⇒ 雨桜神社 ⇒ ねむの木学園 ⇒ 大東図書館（松本亀次郎展） 

  ⇒ 浜野の射場 ⇒ 高天神城址 ⇒ 掛川市役所 

（通信員 岡田三郎） 

 

 

          

 

 

 

 

 

 

 

 
 

                            

 
 

 

 

 


